
　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人情報ファイル簿

 個人情報ファイルの名称

 実施機関の名称

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録項目

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれる
 ときは、その旨

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する
 他の法令の規定による特別
 の手続等

 ■法第６０条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

 政令第２１条第７項に
 該当するファイル
 □有　　　■無

 備考

―

 個別情報ファイルの種別
 □法第６０条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル)

―

本人からの申請、住基・固定台帳との突合

含まない

全国農業会議所、都道府県農業会議、農地中間管理機
構、都道府県庁、市町村

 開示請求等を受理する組織
 の名称及び所在地

（名　称）徳島市農業委員会事務局

（所在地）〒770-8571徳島市幸町２丁目５番地

農業委員会サポートシステム

農業委員会

徳島市農業委員会事務局

・農地法に定められた市町村の農地台帳のシステム標準
化
・農地台帳の項目のうち公表項目をインターネットによ
り一般公開すること

１氏名又は名称、２住所、３生年月日、４年齢、５性
別、６続柄、７世帯員又は構成員、８所有農地情報

農地所有者、世帯員及び農業を営む法人等の団体


